
南房総市帰農者等支援事業補助金 

＜ 申 請 要 領 ＞ 
 

 

本市では、新たな就農機会を捉えて就農意欲を喚起するとともに、

多様な担い手を確保・育成することを目的として、定年退職や離職

等を機会に農業経営を開始する方（帰農者等）が導入する農業用の

機械・設備等の取得費用に対し、予算の範囲内において「南房総市帰

農者等支援事業補助金」を交付します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【申請書類の提出先・問い合わせ先】  

〒２９９－２４９２  

南房総市富浦町青木２８番地  

南房総市役所 農林水産部地域資源再生課 農業支援係  

ＴＥＬ：０４７０－３３－１０７３  

 



１．対象者の要件  

申請時に、次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

(1) 交付申請時に、５０歳以上７０歳以下の者 

(2) 市内に住所を有する者 

(3) 退職又はそれに準ずる日から２年以内であること 

(4) 交付申請時に、本人又は農地法(昭和２７年法律第２２９号)第２条第２

項に該当する世帯員等が市内に農地を５a 以上所有又は貸借していること

（今後、所有又は賃借が確実に見込まれる者を含む） 

(5)  交付申請時から起算して、過去２年間にわたって農産物の出荷、取引の

実績がないこと 

(6) 交付申請時、今後３年以上にわたって概ね５a 以上の農業経営に関する

計画を有し、申請者名義で出荷、取引をすることが確実に見込まれる者 

(7) 過去にこの補助金の交付を受けた者でないこと 

(8)  市税の滞納がないこと 

(9)  以下のいずれにも該当しない者 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 

② 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令 

上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をし

た者(継続的に、又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者

を除く。) 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目

的 で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条第２号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員

を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを

知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品そ

の他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契

約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であ

ることを知りながら、当該契約を締結する行為 

③ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 



２．補助対象事業  

帰農者等が、就農のために必要な単価１０万円以上の農業用の機械、設備等の

取得にかかる事業を対象とします。 

中古機械等の場合は、中古資産耐用年数が２年以上のものであること（法定耐

用年数を経過したものについては、販売店等による２年間以上の保証があるも

のに限る） 

ただし、農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性が高いもの、家畜、

果樹苗、機械等の取得に係る諸経費等は対象外です。また、他の補助制度と重複

するものも対象外です。  

※国や県の他の補助制度の適用を受けている事業も補助金の対象外です。 

   

 

（補助対象外の例）  

・軽トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー 等  

・工事費、設置費、送料、手数料、修繕費、撤去費 等  

 

 

 

３．補助率・補助上限額  

補助対象経費の１０分の３以内  上限３０万円  

 

 

４．補助対象経費  

補助金の交付決定を受けた日以降に事業開始（契約・発注）した申請事業に必

要な経費で、令和８年２月２７日（金）までに補助対象者による支払行為が完了

するものが対象になります。  

 

 

５．事業実施期間 

補助金交付決定の日から令和８年３月３１日（火）まで  

※交付決定日以前に着手した取組に係る経費は対象となりません。 

  

 

 



６．申請手続 

下記の申請書類を作成し、南房総市役所農林水産部地域資源再生課まで郵送又

は持参ください。また、必要な様式は、本市ホームページに掲載していますので、

ご活用下さい。 

（https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000022005.html） 

 

 

７．申請書類 

（１）交付申請書（第１号様式）  

※添付書類 

・住民票の写し 

・退職の日が分かる資料  

・申請時から起算して直近過去２年分の確定申告書の写し 

・農地の所有、賃借状況※１が確認できる書類 

※１ 農地の賃借状況については、以下のいずれかの方法によること。 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条に基づく農業委員会の許可を受けたも

の、同条第１項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する

法律（令和４年５月２７日法律第５６号。以下「令和４年改正法」という。）附則

第５条に基づく公告があったもの、令和４年改正法附則第９条に基づく公告があ

ったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条に基づく公告があった

ものに限る 

（２）事業計画書（第２号様式）  

※添付書類 

・事業費の算出根拠となる見積書（２社以上）、カタログなど 

（価格の妥当性を確認するため、２社以上の見積提出をお願いします。） 

 

 

８．その他留意事項  

本補助金の交付は、本申請要領のほか、「南房総市帰農者等支援事業補助金交

付要綱」に基づきます。  

また、申請に伴い取得した個人情報は、南房総市個人情報の保護に関する法律

施行条例などの関係例規等に従い、適切に管理を行います。 

 



別 記 

 第１号様式（第５条関係） 

帰農者等支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 南房総市長  宛 

 

住所 

氏名                

 

 

 南房総市帰農者等支援事業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとお

り申請します。 

記 

１ 補助金申請額                 円 

 

２ 添付書類 

 (1) 事業計画書（第２号様式） 

 (2) 住民票の写し 

 (3) 退職の日が分かる書類 

 (4) 申請時から起算して直近過去２年分の確定申告書の写し 

 (5) 農地の所有又は賃借状況が確認できる書類 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  



別添 
市税納付状況の確認同意書 

 

年  月  日  

 

 南房総市長  宛 

申請者 

住 所 

氏 名                 

 

 

 私は、南房総市帰農者等支援事業補助金交付申請書の審査に当たり、次に掲

げる市税の納付状況を確認することに同意します。 

 

 １ 市民税の滞納の有無 

 ２ 固定資産税の滞納の有無 

 ３ 軽自動車税の滞納の有無 

 ４ 国民健康保険税の滞納の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

事業計画書 

（    年度 帰農者等支援事業） 

１ 申請者の概要 

氏 名  

住 所 
 

 

 

２ 事業実施方針 

〇経営計画 

 

 

作付品目 栽培面積 

（ａ） 

出荷数量 

（㎏） 

販売金額 

（円） 

備考 

（販売先等） 

１年後 

     

     

     

２年後 

     

     

     

３年後 

     

     

     

 

〇農地の保有状況 

現状 目標（３年後） 

所有地 ａ 所有地 ａ 

借入地 ａ 借入地 ａ 

合 計 ａ 合 計 ａ 

※農家世帯の場合、世帯所有農地のうち補助対象者の経営部分について記入す

ること。  



３ 事業の内容 

種 目・項 目 数 量 単 価 金 額 備 考 

  円 

 

円  

 

 

 

合 計  円 円  

※種目・項目欄には、上段に本事業により導入を予定している機械、設備等の

名称を記載し、下段に仕様・型式を括弧書きで記載すること。 

 

４ 収支予算 

 (1) 収入の部 

区 分 金 額（円） 備 考 

市補助金   

自己資金   

その他   

合 計   

 

 (2) 支出の部 

区 分 金 額（円） 備 考 

   

   

合 計   

 

５ 事業完了予定年月        年    月 

 

６ 添付書類 

 (1) 事業費の算出根拠となる農業用の機械、設備等の見積書（２社以上）、

カタログ等 

 (2) その他参考となる資料 

 

 


